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令和７年 5月 

群馬県 産業経済部 労働政策課 

  

[申請受付期間] 

令和７年５月 1３日（火）～令和８年１月３０日（金） 



1.事業概要 

群馬県内の中小企業等において専門的な知識を有する人材の活用促進を図るため、群馬県プロフェッシ

ョナル人材戦略拠点（以下、「拠点」という。）を通じて成約した副業・兼業に関する案件について、拠点を初

めて利用した企業等に対し、関連する費用の一部を、予算の範囲内において、補助金として交付します。 

 

２.補助内容 

（１）補助対象企業 

 以下の全ての要件を満たす群馬県内の中小企業等（以下、「申請企業等」という。）とします。 

 ・拠点に相談し、拠点の登録人材紹介業者を通じて、本事業年度中に副業・兼業人材と成約すること。 

 ・副業・兼業人材案件に関して、拠点の利用が初回であること。 

 ※過去に常勤雇用等の案件で拠点を利用したことがある場合も、副業・兼業案件での利用が初回であれ

ば、対象とします。 

 

（２）当事業における副業・兼業人材 

  中小企業等において必要とされる専門的な分野に関する知識を有し、経営の強化につながるような活躍

が期待できる者として当該中小企業等が受け入れようとする人材をさし、業務委託契約等に基づき職務

や期間を限定してその業務に従事する者とします。 

  ※ただし、申請企業等が業務委託契約等に基づき活用した副業・兼業人材が、事業主、取締役又は監査役

の３親等以内の親族である場合は申請できません。 

 

（３）補助対象経費 

補助対象経費については、以下の表のとおりとします。ただし、県からの交付決定がある前に支払った経

費及び締結した契約については、対象とならないため、注意をお願いします。 

補助対象経費 

企業等が負担する以下の経費 

・副業・兼業人材を確保するための人材紹介手数料 

・副業・兼業人材への報酬 

※なお、消費税額及び地方消費税額は含まないものとする。 

補助率 
上に掲げる経費の１０分の８以内（千円未満切り捨て）とし、副業・兼業人材１人当た

り 500千円を限度とする。 

 

（４）申請上限人数 

 申請企業１社あたり１名とします。 

 

（５）補助対象期間 

  対象となる副業・兼業人材の契約期間について、５ヶ月を上限とします。ただし、実績報告の提出期限を

越えるような契約期間となる案件については、本事業の補助対象外とします。 



  ※契約について契約期間の自動更新がある場合、契約書に契約期間の更新上限が記載してあれば、本事

業の対象となります。ただし、契約期間（更新する期間も含む）の上限は５ヶ月であるため、それを超え

るような期間となる契約は本事業の対象となりませんのでご注意ください。 

 

３．補助金申請 

○申請方法 

所定の補助金交付申請書（様式第１号及び２号）に必要事項を記入し、次の添付書類を添えて、拠点まで持

参又は郵送してください。 

持参する場合、受付時間は、9:00～１２：００、13:00～17:00とし、郵送の場合は書留又は特定記録郵

便で送付してください。 

 

【提出書類】 

（１） 交付申請書（様式第１号）  

（２） 事業計画書（様式第２号）  

（３） 申請企業等に関する概要がわかる資料（パンフレットなど会社の活動概要がわかるもの） 

（4） 登録人材紹介会社の職業紹介等の事業に申請者が申込をしたことを証する書類  

（５） 副業・兼業人材の履歴書及び職務経歴書  

（６） 県税納税証明書（原本）（県税に滞納がないことの証明） 

（７） 補助事業申請日前３か月以内に法務局で発行された、申請企業等の履歴事項全部証明書（コピーで

も可）。申請企業等が個人事業主の場合、個人事業の開業届出書の写し等。 

（８） 誓約書（別紙１） ※企業用 

（９） 個人情報の提供に関する同意書兼反社会的勢力でないことの誓約書（別紙２） ※副業・兼業人材用 

（１０） 口座登録申出書（別紙３）   

 

○申請期間 

 令和７年５月 13日（火）～令和８年１月３０日(金)   ※予算の上限に達し次第終了 

 ただし、以下の条件を全て満たすこととします。 

 ・申請書提出期限について、副業・兼業人材の従事開始日の２週間前までとします（申請後、県から補助金

の交付決定を行い、通知を送付しますが、そこに記載された交付決定日以降に支払った人材紹介手数料

及び締結した契約にかかった対象経費が補助対象となります。） 

 ・令和８年２月２７日（金）までに事業完了できる場合に限ります（事業完了とは、副業・兼業人材の業務が完

了し、人材紹介手数料、報酬の支払いが終了している状態をさします）。 

 

 

４．書類提出先 

【申請書・実績報告書】 

公益財団法人 群馬県産業支援機構 群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点 

〒379-2147 前橋市亀里町 884-1 群馬産業技術センター内 TEL：027-265-50５７ 



 

【補助金請求書】 

群馬県 産業経済部 労働政策課 人材活躍支援室 次世代人材係 

〒３７１-８５７０ 群馬県前橋市大手町 1-1-1 ＴＥＬ：０２７-２２６-３４０８ 

 

 

５.交付決定 

 提出された書類により審査を行い、予算の上限に達するまで交付決定を行います。 

交付決定通知の発出までには、申請書提出からおよそ２週間程度かかります。 

 

 

６．実績報告 

 ○提出方法 

所定の様式に必要事項を記入し、添付書類を添えて、提出書類として、拠点まで持参又は郵送してくださ

い。 

持参する場合、受付時間は、9:00～１２：００、13:00～17:00とし、郵送の場合は書留又は特定記録郵

便で送付してください。 

 

（１）提出書類各１部 

（１） 実績報告書（様式第８号）  

（２） 事業報告書（様式第９号）  

（３） 業務委託契約等を証する書類（契約書等の写し）  

（４） 補助対象経費を支払ったことを証する書類（請求書と振込確認資料又は、支払領収書）  

（５） 副業・兼業人材による業務日報（様式第 10号） 

（６） その他成果物など（提出できる場合に限る） 

 

（２）提出期限 

副業・兼業人材に委託した業務終了後、３０日以内又は令和８年２月２７日（金）のいずれか早い方※必着 

 

 

７．補助金の請求 

実績報告により提出された書類の確認を行い、条件に適合すると認めるときは、補助金確定通知書によ

り確定額を通知します。その確定額を請求書に記載のうえ、補助金請求書（様式第 12号）を提出してくだ

さい。 

【県への請求書提出期限】 

補助金額確定通知書が到達した日から起算して 20日を経過した日、又は 

令和８年３月 10日(火)のいずれか早い日まで 

 



 

８．不正受給の取扱い及び経理 

・故意に事実に反する申請を行う等により、補助金の不正受給を行った場合は、不交付又は交付を取り消

し、既に交付した補助金については、補助対象企業が返還の義務を負います。 

  ・補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の証拠となる関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び

書類を補助金の交付を受けた年度終了後、５年間保管する必要があります。 

 

 

９．補助金の支払 

補助金は、補助金額確定通知書（様式第 11号）及び請求書（様式第 12号）の金額に基づき、支払います。 

 

 

１０．問い合わせ先 

【プロフェッショナル人材戦略拠点事業に関する相談・補助金申請窓口】 

公益財団法人 群馬県産業支援機構 群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点 

〒379-2147 前橋市亀里町 884-1 群馬産業技術センター内 TEL：027-265-５０５７  

 

【群馬県副業・兼業人材活用促進事業補助金に関する内容・補助金の請求】 

群馬県 産業経済部 労働政策課 人材活躍支援室 次世代人材係 

〒３７１-8５７０ 群馬県前橋市大手町 1-1-1 ＴＥＬ：０２７-２２６-３４０８ 

 

 

１１．留意事項  

 ・交付決定日以前に支払った経費については、本事業の補助対象外となることにご注意ください。 

 ・事業内容に変更があった場合や交付申請金額から 20%以上を超える変更があった場合は、変更等承認

申請書（様式第６号）を提出します。 

 ・申請後、諸事情により申請した業務委託等を中止（廃止）する場合は、速やかに県へ中止（廃止）承認申請

書（様式第７号）を提出してください。 

  



申請の流れ 

 

１．群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点へ相談 企業⇒プロ拠点 

⬇  拠点との相談の中で、抱える課題等から求める人材を明確にするなど、支援開始 

２．登録人材紹介会社への取り次ぎ プロ拠点⇒登録人材 

紹介会社 

⬇  候補となる人材と面接等を実施し、絞り込む 

３．副業・兼業人材の内定、業務委託などの業務内容の決定 

⬇  ※県からの交付決定日より前に支払った経費については、補助金の対象となりませんの

でご注意ください。 

４．補助金交付申請書を作成し、交付申請 企業⇒プロ拠点⇒県 

⬇  申請に必要となる交付申請書の作成及び必要な資料を用意し、プロ拠点に申請書を提出

します。提出後、県にて書類を確認します。 

５．補助金の交付決定通知発出 県⇒企業 

⬇  補助金の交付決定通知到着後（交付決定日以降）、副業・兼業人材の業務委託等を契約

し、業務を開始してください。 

業務が完了し、経費の支払い完了後、実績報告書を作成してください。 

（事業を中止/廃止する場合）中止（廃止）承認申請書を提出 企業⇒プロ拠点⇒県 

⬇  事情により、事業を中止/廃止する場合は、速やかに中止（廃止）承認申請書を提出しま

す。 

（事業内容に変更がある場合）変更等承認申請書を提出 企業⇒プロ拠点⇒県 

⬇  事業内容に変更があった場合や交付申請金額から 20%以上を超える変更があった場

合は、変更等承認申請書を提出します。 

６．実績報告書の提出 企業⇒プロ拠点⇒県 

         ⬇  事業完了後、かかった経費や成果等をまとめた実績報告書を提出します。 

７．補助金額の確定通知発出 県⇒企業 

        ⬇  実績報告提出後、内容が認められれば、県から補助金額確定通知を送付します。その後、

請求書を県へ提出いただきます。 

８．請求書の提出 企業⇒県 

        ⬇  県に請求書が到着してから振り込みまで、およそ２週間程度時間がかかります。 

９．補助金の振込 県⇒企業 

 

※県からの通知発出にかかる期間について、おおよそ目安を記載しております。前後する可能性がございま

すこと、ご承知おきください。 
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